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令和８年の年頭を迎えるにあたり、謹んで新年のご挨拶を申

し上げます。

はじめに、会員事業者の皆様ならびに関係各位におかれまし

ては、平素より当協会の運営に対しまして、格別のご理解とご協

力を賜り、心から感謝申し上げます。

さて、昨年は全国各地で自然災害が相次ぎ、多くの地域で甚

大な被害が発生しました。被災された皆様に心よりお見舞い申

し上げますとともに、一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げま

す。

昨年を振り返りますと、以前から当協会が要望しておりまし

た適正取引の推進に係る内容として、６月に「貨物自動車運送事

業法の一部を改正する法律」および「貨物自動車運送事業の適正

化のための体制の整備等の推進に関する法律」、いわゆるトラッ

ク適正化二法が成立いたしました。これらは、多重下請構造の是

正、白トラ行為の排除、事業許可の更新制導入、適正原価の明確

化など、業界の健全化と持続可能性を確保するための重要な制

度改革となります。

10月には広報事業として、北九州市八幡東区の商業施設ジ・

アウトレット北九州において「はたらくトラック体験フェス

ティバル」を開催いたしました。主にファミリー層を中心とした

一般の皆様に多くご来場いただき、次世代を担う子供たちに実

際のトラックへの乗車体験の場を提供することにより、「国民生

活と経済活動を支える」トラック運送業界の魅力をPRすること

ができました。

また、福岡ソフトバンクホークスとオフィシャルスポンサー

契約を結ぶことにより、冠協賛試合や年間を通じたSNSキャン

ペーンの実施を通じて、適正な運賃への価格転嫁や人材確保に

係る内容をPRいたしました。当協会の公式Xのフォロワー数も

およそ1.5倍の3,200人と飛躍的に増加し、今後の活用効果の向

上も図ることができました。

ほか適正化事業、交通対策事業、環境対策事業、緊急救援物資

輸送対策事業におきましても精力的に事業を推進することがで

き、実りある１年であったと感じています。

本年４月からは、軽油引取税の暫定税率の廃止、再委託回数の

制限や違法な白トラに対する取締りが施行され、今後は許可更

新制度や適正原価の遵守義務の導入が予定されています。これ

らの制度が着実に運用されることで、適正な運賃・料金の収受と

ドライバーの労働条件改善が進み、業界全体の信頼向上につな

がることが期待されます。

一方で危惧されますのが、暫定税率の廃止に伴う燃料費負担

の低減により、物価や運賃が下がるという一部メディアによる

報道です。中小企業庁の調査によりますと、トラック運送業界の

価格転嫁率は４割に満たず、30業種中最下位であることから、

業界は今まさに適正運賃への価格交渉の最中であり、誤解を生

じる今回のような報道は今後の交渉の場における足枷となりか

ねません。こうした実情を関係行政機関や全日本トラック協会

と連携し、発荷主や着荷主の理解と協力を求めてまいります。

また、当協会において各種助成事業に多く活用しております

「運輸事業振興助成交付金」につきましては、財政当局において、

暫定税率の廃止に伴い当交付金も当然廃止されるものという声

が多くあり、極めて厳しい状況にございました。しかし、全日本

トラック協会をはじめ労働組合、関係国会議員が連携し、各方

面へ交付金の必要性や重要性を訴え、交付金制度の維持と財源

の確保を粘り強く要望した結果、議員立法として令和13年３月

31日までの５年間の効力を持つ「運輸事業の振興の助成に関す

る法律の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。来年

の通常国会において、年度内の成立が見込まれています。

これまで運輸事業振興助成交付金で実施している安全確保、

環境保全、法令遵守、災害時の緊急輸送対策等、社会貢献に資す

る各種公益事業については、令和13年度以降も新しい制度や仕

組みの下で実施できるよう尽力してまいります。

トラック運送業界は、国民生活と経済を支える重要なライフ

ラインであり、安全で安心な輸送の確保は何よりも優先される

使命です。当協会は引き続き、安全運行の徹底、環境負荷低減へ

の取り組み、そしてドライバーが誇りと希望を持って働ける職

場環境づくりを進め、持続可能なトラック運送業界の実現に向

けた施策を強力に推進してまいりますので、引き続き皆様のご

理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

結びに、本年が皆様の健康と幸せ、そして事業のさらなる発展

に満ちる一年となりますことを心より祈念申し上げ、年頭のご

挨拶とさせていただきます。

本年も変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

（公社）福岡県トラック協会
会　長　二二　　又　茂又　茂　　明明 
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明けましておめでとうございます。

令和８年の年頭に当たり、謹んで新春のご挨拶を申し

上げます。

公益社団法人福岡県トラック協会の皆様には、日頃か

ら国土交通行政全般にわたりご理解とご協力を賜り厚く

御礼申し上げます。

新年を迎えますこの機会に、日本経済を支える物流の

第一線でトラック運送事業に携わっておられる経営者や

トラックドライバーの方々など関係者の皆様のご活躍に

敬意を表します。

物流は、我が国の国民生活や経済、地方創生などを支

える重要な社会インフラであり、トラックドライバーの

皆様はこうした社会インフラを支える「エッセンシャル

ワーカー」たる存在です。

物流を取り巻く環境は今、かつてない変革の時を迎え

ており、物流産業を魅力ある職場とするための「働き方改

革に関する法律」が令和６年４月から適用される一方で、

物流の停滞が懸念された「2024年問題」が大きくクロー

ズアップされたのは皆様ご承知のとおりです。

幸い、物流効率化に向けた官民の様々な取組の結果も

あり、懸念された物流の深刻な停滞は現在のところ起き

ていませんが、多くの事業者において必要なドライバー

数を確保出来ていない現状や、荷待ち・荷役時間の削減が

道半ばであることなど、トラックドライバーの労働時間、

賃金などに起因する担い手不足の現状は、引き続き厳し

い状況にあることに変わりはありません。

そのような中、昨年６月には、トラック運送業界の皆様

のご尽力により、「トラック適正化二法」が可決・成立しま

した。トラック適正化二法はまさにこの国の物流のあり

方を大きく変えるものであり、国土交通省としましては、

トラック運送業界の皆様方としっかり意見交換を重ねな

がら、施行に向けた仕組みづくりを進めてまいります。

政府としましては、2030年度に見込まれる34％の輸

送力不足を乗り越えるため、2030年度までの期間を、物

流革新の「集中改革期間」と位置付け、物流全体の適正化

や生産性向上などに取り組むこととしています。

九州運輸局としましても、昨年４月に施行され、すべて

の荷主・物流事業者に対して、物流効率化のために取り組

むべき措置についての努力義務が課された「改正物流法」

及び、違法な白トラに係る荷主等への規制や委託次数の

制限等について本年４月から一部施行される「トラック

適正化二法」に関する周知徹底を図るとともに、「トラッ

ク・物流Gメン」による適正取引のための監視強化につい

ても、関係機関や適正化事業調査員と連携をしながら積

極的に活動を行ってまいりますので、引き続きご理解、ご

協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

結びに、公益社団法人福岡県トラック協会の益々のご

発展と会員皆様方のご健勝とご多幸を祈念いたしまし

て、年頭のご挨拶といたします。

九州運輸局
局　長　日日　　向　弘向　弘　　基基 
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新年明けましておめでとうございます。

令和８年の新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上

げます。

公益社団法人福岡県トラック協会並びに会員の皆様方

には、平素より運輸・観光行政の推進につきまして、格段

のご理解とご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。

本年が、明るく活気に満ちた年になることを期待しつ

つ、令和８年の年頭にあたりトラック運送事業に関する

抱負を述べさせていただきます。

トラック運送事業は、国内物流の基幹輸送として国民

生活と経済活動を支える社会インフラであり、また災害

などが発生した際には、緊急物資や復旧資材の輸送を担

う公共輸送機関として地域の安心・復興を支える極めて

重要な役割を果たしていただいていることに対しまし

て、そのご尽力とご活躍に改めて感謝を申し上げます。

一方でトラック運送業界を取り巻く環境は依然として

厳しく、燃料費の大きな変動や物価高騰は、事業運営への

影響が避けられない状況です。加えて少子高齢化に伴う

ドライバー不足は物流の安定確保にとって大きな課題と

なっております。

昨年には、時間外労働の上限規制、いわゆる「2024年問

題」が本格化し、働き方改革の実質的な転換点を迎えまし

た。労働時間の適正化は、物流産業を魅力ある職場とする

ために重要となりますが、一方、何も対策を講じなければ

2030年には輸送力が不足する可能性も生じており、更な

る物流の効率化と働き方改革による人材確保の両立が喫

緊の課題となっています。

こうした状況を踏まえ、令和６年４月から改正物流効

率化法及び貨物自動車運送事業法が改正され、サプライ

チェーン全体で物流の効率化を進めるため全ての荷主・

物流事業者に対し、物流効率化のために取組むべき措置

の努力義務化や契約の書面化、健全化措置の努力義務、実

運送体制管理簿の義務付け等が規定されました。また、昨

年６月には「トラック適性化二法」が成立し、事業許可の

更新制の導入、委託次数の制限、適正原価制度の創設、無

許可営業の規制強化など、業界構造の健全化に向けた抜

本的な改革が進められます。

運輸支局といたしましても「トラック・物流Gメン」に

よる、情報収集機能の強化や違反原因行為の疑いのある

荷主に対し働きかけ等を行い、荷主等への監視体制を強

化し、荷主対策の実効性を確実なものとなるよう取組を

進めてまいります。また、防衛省との申合せに基づき各協

会と連携した運輸業合同説明会及び運転体験会等による

人材確保の取組みやホワイト物流運動や働きやすい職場

認証制度の普及促進など、トラック運送業界が抱える課

題解決に向け、関係機関の皆様と協力し取組を進めてま

いります。

最後に、改めて申すまでもなく運輸・交通における重要

かつ最大の使命は「輸送の安全・安心の確保」です。事故を

一つでも減らし、利用者や地域社会から信頼される輸送

サービスを提供し続けることが、業界の健全な発展の基

盤ともなります。

日頃のひとつひとつの取組みが積み重ねられ、守られ

ていくものですので、運輸支局といたしましても、皆様と

力を合わせながら、安全で持続可能な物流の構築に全力

で取り組んでまいります。

結びに、公益社団法人福岡県トラック協会の益々のご

発展と会員の皆様方のご健勝とご多幸及び本年が皆様方

にとりまして飛躍の年となりますよう祈念いたしまし

て、年頭のご挨拶とさせていただきます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

九州運輸局 福岡運輸支局
支局長　永永　　松　靖松　靖　　二二 
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謹んで新年のお慶びを申し上げます。

公益社団法人福岡県トラック協会並びに会員の皆様に

おかれましては、日頃から労働行政の推進に、多大なる御

理解と御協力を賜り、深く感謝申し上げます。

さて、我が国は、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少

という構造的な課題に直面する中、足下では物価上昇に

対して、賃金の上昇が追いついていない状況にあります。

福岡労働局では、物価高騰を上回る持続的な賃上げ、多

様で柔軟な働き方の推進、さらに労働供給制約や人手不

足の克服を実現し、成長と分配の好循環に繋げることを

目指しております。

昨年11月16日に発効した福岡県最低賃金は1,057円

と過去最大の引上げ幅（65円引上げ）となりました。この

最低賃金額を周知するととともに、特に影響の大きい中

小企業・小規模事業者における賃金引上げに向けた環境

整備を進めていくための各種助成金「賃上げ支援助成金

パッケージ」などの周知も積極的に行ってまいります。

賃金の引上げに加え、令和６年４月から自動車運転者

の時間外労働時間の上限規制が全面適用となり２年目を

迎えました。トラック業界においては、取引慣行等個々の

事業主の努力だけでは見直すことができない事情を要因

とする長時間労働が認められるところであり、引き続き、

長時間労働の要因ともなる荷主等に対する荷待ち時間の

縮減の要請や長時間労働の削減に向けて自主的に取り組

むことができるよう、きめ細やかな支援を行ってまいり

ます。

労働災害については、第14次労働災害防止計画を策定

し、令和７年度は３年目として取り組んでまいりました。

令和７年の福岡県内の道路貨物運送業での労働災害によ

る死亡者は、11月末時点で１名となっており、令和６年の

６名から大幅な減少となりました。これもトラック協会

を始めとする業界全体の成果であり、本年は死亡災害の

撲滅に向けて、引き続き、取り組んでいただきますようお

願い申し上げます。

また、人材確保支援に関しては、雇用形態や年齢、性別

等に関わらず、自らの働き方を選択できるよう、求職者の

様々なニーズに応じた支援を行う観点も重要です。各ハ

ローワークが人手不足分野における人材確保に向けて企

業にしっかりと寄り添い、求職者とのマッチング支援を

強力に推進するとともに、女性や高齢者、障害者、外国人

等の多様な人材がそれぞれの能力を発揮し、社会の支え

手として活躍いただけるよう支援してまいります。

これらの施策の推進に当たりましては、貴会の御協力

が不可欠でございますので、本年も引き続き、御理解、御

支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

最後になりますが、福岡県トラック協会並びに会員の

皆様の、益々の御健勝と御活躍を祈念いたしまして、年頭

の御挨拶とさせていただきます。

福岡労働局
局　長　鈴鈴　　木　一木　一　　光光 
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新年あけましておめでとうございます。

皆様には、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し

上げます。

　公益社団法人福岡県トラック協会におかれまして

は、トラック運送事業の適正な運営と健全な発展、事業者

の社会的・経済的地位の向上を図るため、貨物自動車運送

の適正化対策や環境対策、災害時の緊急物資輸送体制の

整備など様々な課題解決に向け熱心に取り組んでおられ

ます。二又会長をはじめ会員の皆様のご尽力に心から敬

意を表します。

また、本県では、今年度、「物流の2024年問題」により

一層深刻化したトラックドライバー不足の状況を改善す

るため、ドライバー確保に資する事業を集中的に行うト

ラック運送事業者の皆様に対する支援として、補助金を

創設いたしました。この事業の実施に当たって、貴協会に

多大なるご協力をいただいたことについて、厚くお礼申

し上げます。

さて、足下の社会情勢を見ますと、原材料費やエネル

ギー価格の高騰に伴う物価上昇が続く一方で、深刻な人

手不足も顕在化しており、県内中小・小規模事業者の経営

環境は依然として厳しい状況が続いております。

この間、県では、制度融資による資金繰り支援をはじ

め、特別高圧電力を受電する中小企業やLPガスの使用事

業者に対する電気代・ガス代の上昇分の支援などに取り

組んでまいりました。

また、中小企業の持続的な賃上げと適正な価格転嫁に

よる賃金と物価の好循環を図るため、関係団体と連携し

取引適正化に取り組んでいるほか、昨年10月には、「福岡

県中小企業DX推進センター」を開設し、収益力向上や従

業員の賃上げのため、デジタル技術活用による業務プロ

セス等の変革に取り組む中小企業に対し、「DXアドバイ

ザー」による伴走支援を実施するなど、中小企業の稼ぐ力

を高めるための支援に取り組んでいるところです。

県内の雇用の８割を占め、県経済を支える中小企業・小

規模事業者の皆様が経済活動を継続し、事業拡大に向け

て取り組んでいけるよう、今後もしっかり取り組んでま

いります。

トラック運送は、本県の基盤産業である自動車産業を

はじめ、様々な産業のサプライチェーンを繋ぐ大動脈で

あり、本県の産業振興、経済の活性化のため極めて重要な

役割を担っています。

県といたしましても、引き続き、トラック運送業界を支

えるため、燃料価格高騰の影響や、トラックドライバー不

足など多くの課題を抱える事業者の皆様に対する支援な

どを行うとともに、貴協会の事業につきましても、できる

限りの応援をしてまいりたいと考えております。

結びに、福岡県トラック協会の益々のご発展、そして会

員の皆様にとって新しい年が素晴らしい一年となります

ことを祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただ

きます。

福岡県商工部
部　長　見見　　雪　和雪　和　　之之 
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謹んで新春のお慶びを申し上げます。

公益社団法人福岡県トラック協会の皆様には、四季の

交通安全県民運動を始め、小学生や高齢者を対象とした

交通安全教室など様々な交通安全活動に御支援と御協力

を賜り、厚く御礼申し上げます。

近年、本県の交通事故は、減少傾向で推移しているもの

の、いまだ交通事故により多くの尊い命が失われており、

中でも歩行者が犠牲となる事故の割合が高水準で推移し

ております。

また、飲酒運転による交通事故は、官民一体となった取

組を推進した結果、「平成18年の海の中道大橋での幼児3

名が犠牲となった事故」「平成23年の粕屋町での高校生2

名が犠牲となった事故」が発生した当時からは減少して

おりますが、昨年の飲酒運転の検挙件数は、一昨年と比べ

て1,000件以上も増加するなど、飲酒運転の撲滅には程遠

い状況にあります。

一方、本県における事業用貨物自動車（普通貨物車以

上）が第一当事者となった交通事故は、近年減少傾向で推

移しているところですが、昨年の死亡事故発生件数が一

昨年を上回ったほか、第一当事者の事業用貨物自動車の

運転手が被害者の救護を行わずに事故現場から立ち去る

という悪質な死亡ひき逃げ事件や、業務中の酒気帯び運

転により逮捕される事件など、県民の安全や安心が脅か

されている状況に対し、強い危機感を抱いているところ

です。

皆様におかれましては、これまで以上に運転前後にお

ける運転手の酒気帯び確認の徹底を始め、きめ細やかな

運行管理に努めていただき、一人一人が法令で定めた遵

守事項を守り、「安全はすべてに優先する。」という原点に

立ち返るように御指導をお願い申し上げます。

さらに、運転手の皆様には、交差点等における右左折時

の安全確認の徹底や交通事故発生時の確実な救護措置な

ど、交通ルールの遵守を徹底し、今一度プロドライバーと

して、県民の模範となるような安全運転を徹底していた

だきますようお願いいたします。

県警察では、悲惨な交通事故を1件でも減少させるた

め、本年も活動重点に「飲酒運転・交通事故抑止対策の推

進」を掲げ、重大事故に直結するおそれが高い交通違反や

飲酒運転の取締りを引き続き推進するとともに、本年4月

から自転車の一定の交通違反にいわゆる「青切符」制度が

導入される機会を捉え、自転車の安全利用促進に向けた

各種取組を推進してまいります。

結びに、交通事故のない安全で安心な福岡県の実現に

向け、皆様には、本年も一層の御支援と御協力をお願い申

し上げますとともに、福岡県トラック協会の益々の御発

展と会員の皆様の御健勝を祈念いたしまして、年頭の御

挨拶とさせていただきます。

福岡県警察本部 
交通部長　藤藤　　木　信木　信　　司司    
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令和８年を迎えるにあたり、謹んで新年のご挨拶を申

し上げます。

昨年６月、前任の坂本克己最高顧問の後任として全日

本トラック協会の会長に就任しました。昨年は私個人に

とっても、そしてトラック運送業界にとっても激動の年

だったといえるでしょう。

まず、昨年４月には「改正物流法」（新物流効率化法、改

正貨物自動車運送事業法）が施行され、５月には「取適

法」（製造委託等に係る中小受託事業者に対する支払の

遅延等の防止に関する法律）が成立し、今年１月１日か

ら施行されました。そして、６月には「トラック適正化二

法」（改正貨物自動車運送事業法、貨物自動車運送事業の

適正化のための体制の整備等の推進に関する法律）が成

立しました。また11月の与野党合意により、今年４月１

日に軽油引取税の暫定税率が廃止されることになりま

した。軽油引取税の暫定税率廃止に伴い、運輸事業振興

助成交付金の維持に向け、超党派による議員立法で先の

臨時国会に「運輸事業振興助成法改正案」（運輸事業の振

興の助成に関する法律の一部を改正する法律案）が提出

されました。令和13年３月31日までの５年間、現行の交

付金制度が維持される内容となっています。

トラック適正化二法の成立や運輸事業振興助成法改

正案の国会提出に至ったのは、国会議員の先生方や国土

交通省をはじめとした関係省庁及び労働組合のご理解

はもとより、業界の皆様が一致団結して必死に汗を流し

てきた結果だと考えております。改めて、業界の皆様方

のご尽力に心より御礼申し上げますとともに、運輸事業

振興助成法改正案の早期成立に向け、引き続き関係の皆

様のご理解・ご協力をお願いいたします。

トラック適正化二法では、改正貨物自動車運送事業法

のなかで、①トラック運送事業の許可について５年ごと

の更新制の導入、②国土交通大臣が定める「適正原価」を

下回る運賃・料金の制限、③再委託の回数を２回以内に

制限するよう努力義務化、④違法な白ナンバートラック

の利用を禁止し（罰則付）、荷主等に対しては是正指導も

実施――などを盛り込んでいます。

また、この事業法を担保するための「貨物自動車運送

事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法

律」（新法）は、①基本方針の策定、②法制上の措置等、③

物流政策推進会議――を柱としています。トラック適正

化二法で示された内容が実現した暁には、業界を取り巻

く景色が一変するのではないかと感じています。

全ト協では、私が委員長を務める、本件に特化した「ト

ラック適正化二法対策委員会」を新たに立ち上げ、昨年

８月27日に第１回委員会を開催しました。第１回委員

会では、委員会設立の意義と経緯について説明した上

で、「改正事業法の全面施行まで３年。業界の健全な発展

に向けて、本日お集まりの皆様が一致団結して、全面施

行に向けて精一杯取り組んでいきたい」と決意を述べま

した。

今年４月には、「委託次数の制限」と「違法な白トラに

係る荷主等の取り締まり」が施行され、続く第２段階は、

公布後３年以内に施行とされており、令和10年春頃に

なると思われますが、ここから「許可更新制度」と「適正

原価の遵守義務」が施行することになります。

全ト協では今後も、国交省と強く連携しながら、ト

ラック適正化二法の全面施行に向けて準備を進めてま

いります。

燃料価格をはじめとする輸送コスト上昇分や、ドライ

バーの労働条件改善を進めるための原資については、荷

主に対して適切に運賃・料金として転嫁していくことが

基本であり、トラック運送事業者が適正な運賃・料金を

収受できる環境を整備することが重要であると考えま

す。そうした中で高騰する輸送コストや人件費等の上昇

（公社）全日本トラック協会
会　長　寺寺　　岡　洋岡　洋　　一一 
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分を荷主に転嫁できていない運送事業者が少なくあり

ません。荷主からコスト上昇分を運賃・料金として適正

に収受できなければ、運送事業者の多くが持続可能な事

業経営を行うことができなくなります。一方で、車両価

格について、アルミや半導体等原材料費の高騰、あるい

は安全や環境性能向上のための装備が増えることなど

によって価格が高騰しており、全ト協として車両価格の

高騰問題についてもしっかり対応してまいります。

さらに昨年９月、軽油価格カルテルの疑いで公正取引

委員会により石油販売会社に対し、犯則調査が行われま

した。大変遺憾なことであり、全ト協としては、徹底的な

事実解明と厳正な対処を求めるとともに、公取委の動向

を注視し適宜対応を図ってまいります。

現在、国交省では、トラック適正化二法で規定された

適正原価の算定に向けた準備が進められております。適

正原価という指標を国に示していただくことは大変あ

りがたいことであり、法的根拠のある適正原価が導入さ

れることで、荷主が運送事業者に対して不当な運賃で輸

送を依頼することへの大きな抑止力になることが期待

されます。

一方、適正原価の算定にあたっては、現在、国交省に

おいて、全事業者を対象に実態調査を実施しており、本

調査では全国のトラック運送事業者から原価構造等の

データを提供いただく必要があります。会員事業者の皆

様には必ず回答をお願いいたします。

併せて、全ト協では、適正原価の実効性を高めるとと

もに、運送事業者が適正な運賃・料金を収受できる環境

の整備を進めるために、国交省をはじめとした関係省庁

と連携し、独占禁止法や取適法における取締りや指導の

強化、令和６年11月に体制が強化されたトラック・物流

Gメンによる情報収集や荷主等による悪質な行為に対

する是正指導の強化等を通じて、輸送コスト上昇分やド

ライバーの待遇改善に向けた原資を確保できるような

取引環境の整備に向け、しっかりと取り組んでいきたい

と考えています。

昨年４月に施行された改正物流法では、荷主や物流事

業者等に対し、トラックドライバーの荷待ち時間等の短

縮、積載率の向上等に資する取り組みを行う努力義務を

課しているほか、元請事業者に対し、実運送事業者の名

称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付ける

とともに、荷主およびトラック運送事業者等に対し、運

送契約締結時の書面交付等を義務付けています。

さらに、本年４月から、一定規模以上の荷主に対して、

物流統括管理者（CLO）の選任、中長期的な計画の作成

や取り組み状況の報告等が義務付けられます。取り組み

の実施状況が不十分な場合は、勧告・命令が実施される

こととなります。

これらにより、物流業界の多重下請構造を是正し、実

運送事業者の適正な運賃収受を図っていくことになり

ます。

全ト協では、改正物流法を解説する会員事業者向け

ホームページを開設したほか、実務者向けに法改正の内

容を分かりやすく解説する動画を公開するなど、会員事

業者の理解促進に取り組んでいます。

また、運送契約の範囲や運賃・料金の明確化を図るた

め、運送契約締結時に、運送サービス（附帯業務等も含

む）の内容やその対価等について記載した書面の交付が

運送事業者と荷主の双方に義務付けられたことを受け

て、全ト協では会員事業者が荷主との運送契約を円滑

に、かつ効率的に締結できるよう、「運送申込・書面化ア

プリ」を開発し、デジタル化対応が進んでいない中小運

送事業者に無償で提供しています。

併せて、全ト協では国交省と連名でリーフレットを作

成し、事業者や荷主に向けた広報活動を展開するなど、

業界全体で発信力を高め、改正物流法の周知徹底に努め

たいと考えています。

トラック運送業界は、「安全で安心な輸送サービスを

提供し続けること」が社会的使命であり、常に「安全」を

最優先課題と位置付けながら事業を展開しなければな

りません。

しかしながら、事業用トラックが第１当事者となる死

亡事故件数は令和６年よりも減少しているものの、依然

として多い状況にあります。また、根絶すべき事業用ト

ラックによる飲酒事故も依然として発生しているほか、

大型車による車輪脱落事故も発生しています。

国交省では、令和７年度までを計画期間とする「事業

用自動車総合安全プラン2025」に代わる次期総合安全

プランの策定に向けた準備を進めています。全ト協で

は、次期総合安全プランを受けて策定する次期「トラッ

ク事業における総合安全プラン」に基づき、事業用ト

ラックが関係する交通事故による死傷者数等の目標達

成を図ります。会員事業者の皆様におかれましては、今

一度基本に立ち返り、緑ナンバーの自信と誇りをもって

安全運行の徹底に努め、安全・安心な輸送の確保をお願

い致します。

気候変動をもたらす地球温暖化防止のため、全ト協で

は2050年のカーボンニュートラルを目指し、「トラッ

ク運送業界の環境ビジョン2030」を定めています。本
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ビジョンのメイン目標として、トラック運送業界全体の

2030年のCO２排出原単位を2005年度比で31％削減す

ることを掲げ、環境対応車導入促進助成事業や「トラッ

クの森」づくり事業などの取り組みを引き続き推進して

まいります。また、「黄金のペットボトル」など社会問題

化するゴミのポイ捨て問題についても、業界全体の意識

の向上を図るため、会員事業者の皆様のご協力をお願い

いたします。

トラック運送事業者が「国民生活と経済のライフライ

ン」としての機能を果たし続けていくためには、利用者

目線での計画的な道路整備の推進が必要です。

道路を使用するドライバーの労働環境改善の観点か

ら、暫定２車線区間の４車線化やミッシングリンクの解

消、渋滞対策の推進、高速道路のサービスエリア（SA）・

パーキングエリア（PA）などにおける駐車スペースの整

備・拡充など、多くのトラック運送事業者の輸送効率化

に繋がる道路整備の推進が求められます。また、トラッ

ク輸送は国民生活と産業活動を支える公共的物流サー

ビスの担い手であることから、運送事業者にとって利用

しやすい高速道路料金水準が求められます。

全ト協では全国道路利用者会議と連携して、我が国の

生産性を向上させ、成長力および国際競争力を強化する

ため高規格道路のミッシングリンクの解消や暫定２車

線区間の４車線化、重要物流道路の整備推進など幹線

ネットワークの強化を国交省等に働きかけていきます。

また、高速道路料金について、利用に応じた料金制度と

しつつ、運送事業者向け割引の継続を強く求めていきま

す。さらに、ドライバーの働き方改革や生産性向上、カー

ボンニュートラル推進を図るため、利用者目線での渋滞

対策の実施、道の駅などの休憩施設の機能強化、中継物

流拠点の整備および交通結節機能の強化などを求めて

いきます。

SA・PA、道の駅における駐車スペースや休憩・休息施

設は、労働関係法令の遵守およびドライバーの労働環境

改善のためになくてはならない必要な施設であること

から、全ト協では、SA・PA、道の駅における大型車およ

び特大車用の駐車スペースや休憩・休息施設となる建屋

内設備の整備・拡充、特にシャワー施設の設置箇所拡大

について、引き続き国交省等に対して要望活動を行って

いきます。

我々トラック運送事業者の願いは、エッセンシャル

ワーカーとして物流の現場で日々奮闘しているドライ

バーに、夢や希望、誇りを胸に、「我々が日本のくらしと

経済を支えている」との熱い思いをもちながら、日々仕

事をしてもらうことに他なりません。

多くの運送事業者が荷主等に対して果敢に運賃・料金

交渉を行い、適正運賃・料金を収受することで、ドライ

バーの地位向上と労働条件の改善が図られるとともに、

それが安定的な物流の確保に繋がり、国民経済の健全な

発展に寄与するのです。

スピード感をもちながら重点的に解決していかなけ

ればならない課題は、地域によって温度差があり様々で

す。私は、「業界内の風通しを良くしていくこと」も非常

に重要であると考えています。会員事業者の皆様方か

ら、様々な課題を全ト協に対し積極的にご提供いただく

とともに、全ト協としては、そうしたお声に真摯に耳を

傾け、「会員ファースト、業界ファースト」で業界の健全

な発展に資する諸施策を強力に推し進め、個々の事業者

の持続的な成長に繋げていきたいと考えております。

会員事業者の皆様方のますますのご発展とご健勝、な

らびにご多幸を心より祈念し、新年のご挨拶とさせてい

ただきます。
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令和8年の年頭を迎えるにあたり、謹んでご挨拶申し上

げます。

皆様方におかれましては、平素より当協会の運営に格

別のご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

昨年は国内で多くの自然災害に見舞われ、8月には九州

各地で豪雨災害、そして、11月18日に大分市佐賀関で大

規模火災、また、同月25日に熊本県阿蘇地震が発生しまし

た。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとと

もに一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、世界経済は、米国の追加関税による景気下押し圧

力は残るものの、堅調なAI関連投資や各国の財政拡張が

景気を下支えし、緩やかな回復が見込まれる一方、ウクラ

イナや中東、中国などの地政学的な情勢を巡るリスクに

より景気の先行きが懸念されることから、今後も影響を

注視していかなければなりません。

一方、日本経済においては、内需を中心に底堅い成長が

続くと予測されており、高市新政権は、物価高対策、生産

性向上のための投資、構造的賃上げに向けた環境整備に

つながる政策を重視する方針を示していることから、経

済好循環の実現が期待されます。

トラック運送業界においては、燃料価格の高止まりに

加え、働き方改革や少子高齢化による労働人口の減少に

より、今後さらにドライバー不足が加速することが懸念

されており、さらに、ドライバーの時間外労働の上限規制

や改善基準告示への対応のため、多くの事業者が厳しい

状況に直面しております。

このような中、昨年6月には、業界の適正化とドライ

バーの賃上げの実現に向けて「貨物自動車運送事業法の

一部を改正する法律」と「貨物自動車運送事業の適正化の

ための体制の整備等の推進に関する法律」が成立、公布さ

れました。

これらは、長年の課題であった多重下請構造の是正、白

トラの排除、そして事業許可の5年ごとの更新制導入や適

正原価の新設など、業界の健全化と持続可能性を確保す

るための抜本的な改革に向けた施策です。

改正事業法では、適正原価を下回る運賃・料金の制限、

また、再委託は原則、二次までとされ、無許可業者への委

託禁止と荷主への取締り強化は、法令遵守を徹底し、業界

全体の信頼回復につながることが期待されます。

会員の皆様におかれましては、こうした関係法令の改

正を絶好の機会と捉え、トラック運送事業者の法令遵守

と安定的な輸送力確保のため、ドライバーの労働条件改

善と適正運賃の収受に向けて、荷主との交渉を進めてい

ただきたいと思います。

また、引き続き、全日本トラック協会や関係行政機関と

連携し、改正事業法や本年1月1日より改正された取適法

の荷主への周知徹底に取り組むとともに、公共性の高い

営業用トラックによる輸送力を確保するために運輸事業

振興助成交付金制度の維持に取り組んで参ります。

トラック運送業界は課題が山積しておりますが、若い

世代の人材確保に向けて、労働環境の一層の改善を図る

とともに、持続的な事業経営ができる環境づくりにこれ

からも取り組んで参りますので、皆様のご理解とご協力

をよろしくお願い申し上げます。

結びに会員の皆様方の益々のご健勝とご多幸をお祈り

申し上げ、新年のご挨拶といたします。

九州トラック協会
会　長　馬馬　　渡　雅渡　雅　　敏敏 
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https://www.isuzu.co.jp/product/giga/newfivestar_giga/

福 岡 地 域 営 業 部 ： 福岡市東区多の津１－３９－４ TEL 092-629-1124
北 九 州 地 域 営 業 部 ： 北九州市小倉北区西港町１７－１ TEL 093-581-2305
佐賀久留米地域営業部 ： 久留米市宮ノ陣町若松１－８ TEL 0942-38-2002

ＵＤトラックス株式会社九州地域

このステアリングを知ると もう後戻りできない

UDアクティブステアリング特設ウェブページで

詳細をご覧ください。

あらゆる走行条件下においてアクティブな運転支援を

ドライバーに提供し、安定したステアリング感覚を実現

UD
人を想い、先を駆ける。
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TEL（092）451-7878（代表）  
FAX（092）472-6439・（092）451-7964
ホームページ https://hearty.or.jp/

総務局・総務部
　総 務 課： 092-451-7841

総務局・経理部
　経 理 課： 092-451-7844

事業局・業務部
　業務一課・二課：
　　　　092-451-7845

福岡県適正化事業実施機関
（輸送相談窓口）
　　　　092-451-7846

千早分室
　092-671-0338
　（FAX：092-672-4778）

編集・発行:公益社団法人 福岡県トラック協会

運行管理者試験テキスト

令和7年版自動車六法
定価 7,700円（税込）

株式会社 輸送文研社 〈柏林書房〉

TEL 03-3861-0291  FAX 03-3861-0295
〒101-0031 東京都千代田区東神田1-3-4

ホームページ　 https://yuso-bunken.co.jp

過去の問題の解説と
実践模擬問題

定価 2,640円（税込）

【貨物自動車運送事業編】


